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四方は緑の山に囲まれ、自然は四季おりおりの美しさに色どり、き

れいな空気に恵まれ、われわれの祖先はこの住みよい土地に限りない

愛情をもち、生きる喜びを味わってきた。

しかし、経済成長が人間幸福の量大の目標であると思っていたわれ
管 4

われだが、数韮藍ずら当主itも濁水・悪臭・騒音等の公害、悪書の氾

ス等の現象がおこり周囲の環境は侵さ

ル建設などが行なわれるならば、重大

条
例
な
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は川
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案
を
可
決

の健全な育成、老人の健康管理等、市

り、自然保護の立場と環境整備に力を

で明るい文化的なまちづくりをめざし、

を宜言する。

6月定例市議会は、14日出会され大野rh一般会計補五二予算など15議案を!長楽と

おり 可決して、20臼閉会しました。

ま た 、市民のみな さ んから 出された請願・陳情は別1~}のとお り それどれ決め 、

最終日の本会議では議員提出による 「環境保全都市山言」と「昭和47年度産米価

格に関する意見書」の 2件を満場一致で可決し、関係機関に飽く要望いたし まし

た。その他市政に対する一般質問が行なわれました。おもな議案の内容は次のと

お りです。

V昭和47年度大野市一般会計繍正予算

今回の補正予算は建設事業の予算計上

が主であ り、 国 ・県の補助金が碓定した

ので補正額は 132，268千円を追加し 、総

額 1，758，142千円とな りました。

V大野市中小企業退職金共済制度加入促

進補助金交付条例.

中小企業従業員の福祉の増進と雇用安

定をほか り、 あわせて中小企業の振興の

一環として退職金制度の加入促進をはか

る。

V大野・勝山地区広域行政事務組合の設

置について

大野市 ・Il毒LllilJ・和泉村の 3rli村で、

広域市町村l"lii十n1tiの策定およびその笑胞

の連絡調隼ならびに廃棄物処単に|立jする

事務を共同処理する一部事務組合を設置

する。

V大野市衛生処理場を和泉村に利用させ

る二とについて

和泉村に衛生処用地設ヵ、ないので、そ

の処理方を申し 入れてきたため。

V環境保全都市宣言に関する決議につい

て(議員提案)

潟水 ・悪臭 ・騒音等の公害、自動車の

増加による排気力、ス、悪書の氾濫により

周囲の環境が侵されつつあるので、自

然保護、生活環境の整備に力をいれ、健

康で明るい文化的なまちづくりをめさし

消純な環境保全に努力をする。

V大野・勝山地区広域行政事務組合議会

議員の選挙について

大野市・勝山市・ 和泉村の 3市村で広

域行政事務組合が設置されま したので、

その議会議員の選挙カ、行なわれ、次のか

たがたカf当illiさtしました。

山本 弘米村喜六

推井清 男 斉藤秀雄

石田善徳

V昭和47年度米米価格に関する意見書

過去 3年間、生産者米側がすえおかれ

でいることから 、この際産米側碕を他の

物価と均衡がとれるよう、各関係行政庁

に怠見書を送付しまし た。 (内容は別掲

のとおリ)
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されたのですが、これは原形復旧きれな

いままですので、以前とは地主の所有箇

所が違っておηます。よ って、地主と協

議の上、市の責任において変更登記をす

る意志があるのか。

答.原形に復して返還するということも
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現状では至難です。登記、その他につい

て面倒なことが伴いますので、上庄地区

の基盤整備のなかに組み入れてやれば結

憐ですが、希望がなくてもこの換地計画

のなかに入れて公費で換地をするとい う

ことでお願いしております。

問.全く事実と違う答弁です。昭和43年

4月10日までに、市の責任において原形

のまま登記をすると L寸契約書をとりか

わしております。これでは、土地契約約

款の不履行であり、地主の営農計画にも

支障ヵ、あるので、はっきりした答弁を願

し、fこし、。

答.そのような契約内容になっているこ

とを知りませんでした。今後ご主旨にそ

うよう努力し解決いた Uます。

問.①発電所の用地確保について②濁水

ならびに冷水の問題③自然保護について

の 3点を真名川ダム建設に関連して伺い

ます。

答.①県の仲介として、部落と話し合い

を進めています。部落全体のことについ

ては市長に任せるとのことですが、地主

の方とは必らずしも一致をしておりませ

ん。今のところ細部の金残、実質的な条

件を話し合う用意はしています。②今の

補償交渉は過去の濁水について行なうて

おります。いずれ金額の多少は別にして

も結論はでてきます。将来の濁水につい

ては、建設省の言うとおり、絶体に濁水
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真名川ダム建設に伴う

諸問題について問う

今まで以上の運動をやりたいと考えてい

ます。③この道路は、福井~白鳥問の自

動車道路との関連があります。しかし、

産業道路を優先するとのことから、勝山

市と共に一日も早〈着工し、大野まで延

長するよう努力しておリます。この間に

3つの町村があるので、九日良竜の右岸を

まっすぐくるということは、現在の話し

合いのなかでは不可能です。しかし、今

の県道では産業道路の用をなさないので、

この道路の開設に全力をあげたいと考え

ております。

観光道路の建設計画は

どうなっているのか。

問.国民年金の趣旨が末端まで侵透せず

また、知りながらも今となっては一時に

大金を出すことは不可能となり、老後を

案じながらあきらめている人が多くある

と考えます。この人たちに制度融資を設

立し、救済措置をとらないのか。

答.今、 5万円、 6万円の掛金をかける

ことは困難かと思いますが、まじめに掛

金をかけられた人を無視し、預託制度を

行なうとい う考えはも っておリません。

間.主旨はわかります。知りながら掛け

ない人もあるし、しかし、じゅうぶん主

旨を徹底しなかったためにかけなかった

という人もいます。こうした立場の入の

状態を考えて行政当局としては救済措置

をとっていただきたいと，思うがどうか。

答.いわゆることはわかります。私とし

ては、どうかがんはvって納めていただき

たいというほかあリません。

国民年金未加入者

の措置はどうする

問.観光地を結ぶ観光道路を連結して、

地埼社会の発展に努力すると常々市長は

言っている。勝山市の雁が原スキー場よ

り、六呂師高原を結ぶ有料道路の建設が

計画されているようだが、大野市との連

携はどう考えているのか。

答、ご指摘の道路は、勝山の寺尾付近か

ら、報恩寺の中腹へ上りまして、平泉寺

六呂師へ通る延長24KMの道路てす。こ

の道路をつけた場合に、その付近に施設

又は観光的なポイントがないと道路をつ

けることが困難です。県においてもまだ

いつやるかということは、はっきりして

おりません。大野市との連携については

県道の改修、富田、阪谷の基盤整備と合

せ C具体的に考えてL、〈必要があります。

道路網の整備促進の

構想と現況を示せ

問.①越美北線の全通促進、②大野・墨

俣線の国道昇格、③北陸産業道路の新設

促進の現況と構想、を伺L、たし、。

答.①路盤工事は完了し、線路工事と駅

舎の工事が残っています。しかし、営業

の認可がありませんと着工できないとい

うことです。この問題につきましては、

政治問題がからんでおりますので、今は

はっきり L唱えません。今後は更に強力な

運動を展開していきたいと思います。②

昨年は県単で約5000千円程度実地しまし

て、 t旦見峠をぬくという仕事をしました。

しかしまだ相当残っていますので、こと

し中には自動車で通れるように開通する

真名川ダムの建般地問.農場廃止後、この敷地は地主に返還

元農場跡の敷地を

早〈解決せよ
ことで県と約束しております。この道路

の開通のあかつきには、岐阜県側と共に
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が出ない完全な工事をやるとい 7ことを 答.国のh針として変更になった点ヵ、 2

信じて対処してLベ以外にあリません。 つあけます。①広域営農団地農i廷の計画

冷水については、いろいろな問題がある をする前に広域営農団地計画を策定せよ 。

ことから、県と話し合いの解決はついて ②広域営段団地農道は 3-4市町村にま

おりません。ただ県に対して、冷水問題 たがる，)-1随iをせよ。この 2点です。②に

が生じた場合には必らず補償をするとい ついては、当diとして不可能ですから 、

う約束はとりつけてあリます。③完全に この計酬の恩忠、を交けられない訳です。

自然保護カ、できるような惜置をとれと、 これにつきま しでは、県も同のんへfJi-j1'1

建設省に対し申し入れてあり 、是非やつ を繰返しています。①については 、今後

てもらうつもりです。 J也7じの方と1:1::.J或営fltl司I也民十回目をたてて

馬返しトンネルを

一方通行 に し た ら

馬返しトンネル

間.馬返しト ンネルは大変狭〈 、交通渋

滞の[点凶にもな っているから、土木半務

所 と交i歩の上、旧道を整備し て-}Jj並行

にしたらどうかと考えるが、理事者の考

え方を伺います d

答.旧道を繋備することは考えており ま

せんn この トンネルの南側にもう l本 ト

ンネルを掘る予定で、 今年iJIIJ量をし て米

年から着工したい というのが県の:色、ri'Jで

あリます。

広域営農団地農道の

計画を示せ

問. 1年前rlr長は、昭和48年度に広域営

農団地農道の指定を受けられるよ う努力

すると申され、 rtil(は多くの期待をかけ

ております。しかし、市民にはその後何

らの地策も講じておリません。このため

この計幽の中にはいうている道路が舗装

されたりし ているのカ、現状であ ります。

このような問題が生じ ているが、市長は

この計幽にどのように対処してL、くのか。

この上にた って股i自の計 li!ljを進め、努力

をしていきたいと巧ーえています。

問.今までと は違っ た、後illしたよう な

答弁をされておりますが、それではこの

農道ヵ、lilにおいて採択されなかったなら

ば、 mの事業とし てやる決心、なのか。

答.今のとこ ろ10億円以上のが業を市の

単独事業でやることはできません。

広域的要素のある林道に

なぜ地元負担金をかけるのか

問.黒谷-iiif内線の林道工:事のうち、、

としから行なう林道は広域林道の要素ヵ、

多分に含まれると考える。今まで‘受領し

た地jじ負担f金 と 、これからの地元負m.~t.

はいくらになるのかf;iJ'、ます。

答.当初の負J11.'本は10%でしたが、羽イl

は 7.5%をもらっております。この負担l

金は44年1支から46-4'-J交まで1戸当たり 1

56，600円です Q 47年度53，700円、 48年度

は推定で85，000円です。合計で l戸当た

り 295，000円余りです。

間.過疎にあえいでいる地元からなぜ地

花負担I金をと るのか。しかも今年からぷ

工するとこ ろは、部必l(には利用度が少

なく、河内を結ぶ広域林jilだと 考えるが、

この地元負-tu金を本年度から廃止するJ2

志はないのかfiiJ'、たL、。

答.林道を開設する場合、今までの例に

よ1)ますと、 1也7己負tIJ金は15%-20%の

負担を願っております。ただこの林道に

ついては、 I也子じが耐えること ができませ

んので、10%を負担{願い、あとにできる

限り安くしたい というこ とで 7.5%とい

う率で進めてきま Lた。今年から工事ぞ

するとこ ろは、分収j立林の中にはいリ ま

すため、この問題は非常にむずかしいも

のがあります。

今後は負wの軽減をしなければなりませ

んが、他との関連がありますので全市的

な立場で検討L、たしたいと思います。

昭和47 8. 1 

黒谷一河内林道

制度融資のワク

を拡大せよ

問. 当初99，000fllJの融資ワクがありま

した才でに6fj 10日までに97，780T円の

要求があって処I史し、伐リ 1，220下円て

す。JJ!.:(I:このほかに 5.000千円の要請カ、

あると聞きます。この要求にIhiとはどう

対処するつも りなのか。

答.要求があっ たというのではな く、配

分をし たという ことです。制度制YtのJi

法ーとし ては、)1<装化、共[IiJiヒのJiを優先

してワクを拡大しなければならないと考

えます他iliと融資ワクの比較をして努力

をしてお リます。

問.現実に97，780千円は消化している。

少な くとも中小企業の育成は金融である

という立場ーから 、早急に10，000千円程度

納正をしていただきたい。

答.今後努力してまいります。

乳幼児の医療費を

無料にしたら

問.乳幼児は病気にかかりやすく 、医療

費は少なか らぬ負Hlとなっています。こ

の際、老人医療費の剤、料化と同様に、乳

幼児の医療費を無料化にする考えはもっ

ている・いのか。

答 I以下においても 2-3の市は無料化

の実施 をしております。しかし現段階に

おいては①乳幼児の病気については、母

f見の責任、 育児に問題がありめ七市市長

会に必いて小児科医は必らず しも無料化

に賛成願っていないと の話も聞いている

ので、直ちに無料fじにする考えはありま

せん。今後、 国民医療費の無料化という

理想にたって努力をいたします。
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カドミウムな どの

心配はな い の か

間.昭和45年 9月よ り、西谷の黒当戸

若生子の日の谷において、金属鉱物探鉱

促進事業団が鉱脈の調査をしております

が、これを市はどのようにみているので

すか。試験掘箇所から相当量の水ヵ、流れ

ているが、公害になるようなものがない

か調査されたか伺います。

答.これまでに 9回検査いたしました結

果、カドミウムが国・県の基準では0.1

PPMですが 0.004PP Mです。亜鉛は

0.55P P Mカ<O.OlPP M、車問は3.0P P 

Mが 0.015PPM、鉛が1.0PP MがO.

OlP PMです。以上が調査結果です。

広主義市町村圃計画と

第4次建設計画との間違は

問.第 3次建設計画は開発、広域市町村

圏計画は水と緑の奥越と L、う保護の行政

であると思う。ここで市長は今後当市の

発展は、開発を主とするのか、保護を主

としてベッドタウン的要素をもち進もう

とするのか伺います。ま た、第 4次建設

計画をいつ作り、いつまでに遂行するの

かを示してください。

答.第 3次 ・第 4次建設計画のなかで開

発が王か保護が主かという目的で、もの

を言うべき段階は過ぎたと考えます。今

後は公害のない自然保護も徹底したその

基礎にたって、開発をしていくというこ

とであります。私は二者択一の問題では

なく今後、広域市町村圏計画のなかで、

開発地域、自然保護地域を明確にし illiん

でまいりたいと考えます。次に、広域市

町村圏計画ができる前に、当市独自の第

4次建設計画ができる のがほんとうです。

そのなかで共通の問題を広域市町村圏計

画のなかで進めていくということです。

しかし、広域市町村圏計画が早くできた

ために第 4次建設計画ヵ、遅れました。 9

月には計画ができるよう進めております。

第4次建設計画は細かくたてていくこと

になりますが、広域市町村圏計画と矛盾

したりすることはありません。 9月ころ

事務局での計画ーができあがりますので、

その時点で検討を [~íî ~、ます 。

基盤整備による地下水の

枯渇をどうするのか

市議 会報大野 第 10 号 (4)

問.上rU也区の恭盤技{賄事業が行なわれ 答. 当然専門的な知識をも った職員がfU.

ており、 今後富凹・阪谷地区でも計凶lさ 当すればこれ以上のことはありません。

れています。この基盤技備が完全になさ しかし、市の機構上公害を専門的に分析

れると地下水の枯渇は規定の事実になり 追求できる体市IJが整L、うるか疑問です。

ます。-そこでこの工事地行内谷において こういう専門的な問題については、県に

市と県との間に伏流水の源になるような 依頼をして分析していくことになると考

工事地行内容の打ち合わせがあ ったかを えます。ある程度の公害対策に関する知

伺います。 識をも って、各分野との連絡をできぱき

答. かつて木本が原一帯を基盤整備した とやることが市の段階では大きな要素で

ために、市街地が多大のμ響をうけてい あると考えます。これに応じられる職員

る事実があります。これをみますと、 今 の配置を講じたいと考えます。

闘の上庄地区の基盤室長備により非常な彩

響がでてくるものと予想しています。こ l 福井臨海工業開発による

のことを留意、して、県の方へは排水路の l 大野市へのメリットは

底打ちはしないでほしいとの申し入れを

しております。 問.福井県政に大きな予算を計上しなが

上庄地区基盤整備事業

公害対策審議会は設置

されるけれども・

問.本会議に公害対策審議会を設置する

議案が上程され賛意を表しますが、せっ

かくの名案も公害担当職員 2名では、ま

すます煩雑な仕事ヵ、多くなってくるヵ、

はたして仕事が円滑に運営できるのか。

疑問に思うので市長の考えを問います。

答.ご指摘のとおリです。今後、職員の

数を増加L、たしまして、公害対策に取り

組んでいただいと考えております。しか

し公害係のみの職員で取り組むというこ

とは至難です。それぞれの諜が、行政の

一環として公害対策に取り組むべきであ

り各謙の連携を密にして推進してい きた

いと考えています。

問.現在、各企業でも公害管理者を置く

H寺代だが、市としてもじゅ うぶんな知1，識

と資格をもった職員の配置ということを

巧えられないのか。

ら、我々の税金でする臨海工業のあり方

のなかに、大野はどう位置づけられ、大

野に対するメリ ソトは何があるのかを伺

います。

答. 県に対し、福井臨海工業地帝と奥越

の関係どうするのかと申していますが、

これが発展をした場合の波及効果を、い

かなる形でやるかという具体的な案がな

いというのヵ、事実であろう と思います。

悩井県全体の工業化というる I床では必要

ですが、この恩忠:を l先越がこうむらない

ということになると、大野市民は悩井県

民となくなる訳です。私どもも、そのメ

リットが得られるよう、県に士、Iし要請し

進めていきたいと考えています。

打波川にダム建設を

する構想があるのか

問. .JTi皮川にタムを鐙設する話を聞いて

おりますが、洪水から打i皮を守るために

も早急に具体系を検討されたらどうか と

思うが、市長の)jえをf，;J~ 、ます 。

答.打 j皮川水系のタム建設については 、

現在具体的な楽というものはありません

ただ、 2-3年前から多少調資はしてお

リます。非公式には建設省真名川工事事

務所等と接触はしておリます。

一一一一一一一ロメモ一一一一ーー

採択ある事柄をょいとして選ぴとる

こと 。たとえば議会に提出きれた請願を

採択するのは、その内容を妥当と認める

ことである。執行機関は議会の採択した

請願の送付をうけた時には、誠意をもっ

てその処理にあたるべきだが、請願どお

りの処理を義務づけられるものではない

趣旨に添うことが困難な場合は、その理

由を明確にして議会に報告すればよい。
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-総務委員会

付託された議案 9件、陳情 l件は可決 ・

ホ認 ・採択し、請願 11牛は継続審査とい

いしま Lた。審議の過程において、問題

となっ た点は、 ifi庁合のひさし等補修工

事試験、庁舎防水補修工事設計管壊とし

て委託料が計上されております。庁合建

物J副知箇ilijr調査報告者は、庁??建設にあ

たり、当日寺本庁合設計監督きれたんーであ

ること は、 必らずしも時立を得た処置と

は恩われず、やはリ第三者の技術者にお

いて;会断を行なった方がj虚当であろう か

と考えられます。なお、補修試験結果に

ついては時機をとらえて報ffするよう要

望 しま した。

・教育民生委員会

議案 4f午、請願・陳情 4f!村心、ずれも可

決 ・係択しました。ただ 、プールを建設

する場合には、7月UI)までに完成する

ようて事発生をし 、 ~の間完全に似用で

きるよう工期については遺憾なきょう要

請しました。また、日の出善隣館新築械i

採択したもの

・たぱニ消費税増収対策協嫌会(仮称)

の設立について

I1存111たばこ版売協同組fr

.道路の新設拡張について

!己 ノ瓦 }.J.jn~ itd也 lり1

.プールの建設について

i:l1:地広[>(長会会[ 問Ji+、1'.

.融富工事について

城町r1 [){['<:l<; 対桝忠次郎

.市道の鉱偏について

lki'，品価J2 [i[五μ 山田義夫

.スキー振興会への財政措置について

大野r[iスキ-jki興会会H j¥{j減(¥ }:f 

.街灯増設について

商.'Ii.t也[ま[足以若山秋1を

.共同浴場の修理について

i~911U也[j5J{!くずj山秋11E

.水資源の確保について

F黒谷地区 千!益事完外16名

.保留地の払い下げについて

中荒井町 ほ安光成

市議会報大野

助金の古!'!については、 他の馳!I己tとのかね

あいもあるこ とから 、王型事者において検

討、善処されるよう要望 しました。

・建設委員会

付託議案41'1、陳情・ 請願6件1:1，、ずれ

も可決.Hi択し、陳情 2件はおのおの不

採択 ・継続審売としました。

この 7ち諸原1¥18号、牛ヶI);U也係道路拡張

工事につ v、ては、土地交渉を地元におい

てじゅう ぶん請しイ判、をして、事業に支

障のないよ う要請しました。

・産業経済委員会

付託議:ゑ2件、ド東'1行・請願3f牛は可決・

採択、ド束十ii1 nは不採択としました。

審議過程において問題となった点をのべ

ると、出よ公l判的ヶj易に公衆便所を設置

することは、時立を得た処置であるが、

位置符聞についてじゅうぶん配慮の上.設

置された L 、。また、六日目I~丸山公悶にす

でに目立;宙してある公衆他所は、現在観光

ブームによ り消.Ha11:坪ーが行き届かず、損

ii震がはなはだしく 使用にたえないほ ど汚

-日の出善隣館新築補助金について

日の :Hì'今一I;~~fiú Di野芳本

.生産者米価の値上げについて

H~<，b・ ~fì外 2 1'，

請願・陳情

3 }j;必WIJ公で訓告統1品伐とな った治曜日 ・

|社('h'i.4n;_:、この 6}J議会に新 しく提出

された叫刊([・1;制、1';14 ('1はそれぞれ所管の

常任委II会で事伐され、 委lWから本会

議仁科ifljされて次のように決まりま した。

第 10 号 (5)

れております。よって、修繕費、賃金を

予算化し適切な管理を行なうべきである。

次に寺月林道の開設事業に、伴う地元負

担金ですが、この林道の一部は林業構造

改善事業のため、市道を林道に切り替j

たもので、しか も総工事費に しめる割合

が大き く地J己llill.金が過重である ことか

ら、よ く検，]jし何らかの処置をと られた

し、。次に、需給の動li'jと地域の特性を配

慮しつつ、各般の生I主流通、加工地設の

も年備を凶るとともに、これに広域営農団

地t'LJをのせ、その効果をじゅうぶん発

揮 しうる生産、 lISlil荷、l阪売体制の組織

化と管理体制!の促進は日ドの急務と いわ

なければならなL、。山iとはかかる埋想の

もとに広域'it伎|対地農道の設置を うたい、

農民もまた これに期待してゆ備を進めて

いるのであるが、これの維jιi十日hjがi亙れ

ているこ とは、はなはだjïi: ~ð とすると こ

ろであります。これを'九千lに紗すために

は、現イl二分されている股協を{j-jjjする

ことが第一安f'Iーであると巧えられ、農協

の受けもつ分野を明確化し、強力に事業

を推選しなければならなし、。このような

ことから、際協の一本化をj生めると 共に 、

「広域常民団地1'1'成対策要制」の主旨を

じゅ-，ぶん'1:.かし 、当diの炭業の(I年の

大員十に銘J~~ をき たさないよう必〈安法い

たしました。

-通学パスの遭行について

1'}!A谷I也氏畑中正申in外47.f，

.保育所の設置について

卜.11.1;区長松田甚li良11

不採択となったもの

・市道の認定について

1長(七百fl!( L~ 金子ー正外71名

.労務対策について

大肝織物Iあl，jH!iit 斉藤政雄

継続審査となったもの

-ゴミ焼却場の建設について

*，)í ii'f IJ;( lll~ .fi:凶釘二外4名

.市道の舗装について

本日野区1< 松尾松栄外 1名



第 10 号 (6) 市議会報大野

採択した請願・陳情の結果、経過報告

第 131回3月定例会において採択した

請願 ・陳情の処.flj!経過、結 *有l{作は次の

とおりです。

-林道の補助金増額について

伏Jイl区iく野中ifiJ]lifU:fi外 5名

市行造林分を控除してtlt置したい。

・施設の維持管理及び遭営責の補助金

新栄町和歌芳成外14名

消防機器の務備、補修などを拐で尖胞を

考えているし、燃料等を現物で支給助成

の予定。

・公民館の施設、

であ り今後において検討する。保留地の

買い上げについては要望に添いたい。

・カラスの被害について

新在家代表梅崎俊雄

有害鳥獣|反除H5?'，に委託して実地中

・市遂の変更と混定について

F可 i'市他地~Í!万区長 i国治郎兵I:fi外34名

~;ljl lf; Iえひ用地の関係について協議中

-酒米の試験地について

大野市農業協同組合長 本田良三外 2名

昭和47 8. 1 

度以降にて実施予定

-オウレン栽培の助成について

ー大野市オウ レン短期栽培組合長

御堂河内四市外 1名

県と協力 して栽培試験をするこ とになり

その結果、有望であれば考えたい。

・市道の舗装について

下日佐野区長 細川勉外 5名

市街地、連担地区以外の区域であ り、48

年度以降にて実地予定

・市道舗装について

御領地区伊藤省三外 9名

47年度で実施予定。

昭和47年度産米価格に関する意見書
運営について

運営審議委員長

土蔵武雄

-集団移住について

上打波 l阪口登外 5名

具体的な問題について

調査、検討中0

・市道の舗装について

償枕区長

竹内普忠外 6名

47年度で実施予定

契機に、米価引き上げはすべての物価、

賃金を上昇させるという誤った政治姿勢

を根本的に改め、食糧管理法の趣旨には

かり生産者米価を下記のとおリ決定する

よう強く要望する。

記

わカ、聞における食糧の安定的確保は、

すペての政策に優先きれなければならな

47年度以降計[il)jしたい。|ぃ恭本的問題であるにもかかわらず、政

・教育に関する I Iffはその基本的政策を示さない現状にあ

ニとについて

大野市教職員組合

執行委員長

る。

とくに米作を中心とする当市の農家実

態をみるとき、生産者米価の3年すえお 1 .基本価格は、生産伐所得補償方式に l・市道の拡幅について

斉藤賢太郎 |きをはじめ、生産調査の実施、買い入れ 基づき正味(運搬費込み) 1 依 (60K

昭和46年度より逐次計 |制限の強行は、農業経済を大きく圧迫す g)当たリ 11，863円とすること 。

画的に実施している。 Iるのみならず、米作農家の生産意欲は極

i青滝区長

飯山巧外8名

本年度は中学校のクラ |度に減退している実情であ る。 以上地方自治法第99条第 2項の規定に

ブに対する予算化と教 | このままでは、農業者の精神的、経済 よリ同諮を従出します。 I禰願・陳情は

47年度で一部実地予定

育設備、備品購入の増 |的な打撃はさらに深刻化 し当市の農業は

額をした |もとより 、わが国農業の将来は全〈憂慮

・宿日直勤務の |される段階であるので、政府は早急に農

全廃について |業の基本政策を確立するとともに、 昭和

大野市教峨は組合 |47年度産米価格の政府買い入れ決定時を

執行委以ぷ 斉泌氏太郎

土 ・日・祭日の宿日直を代行よ-Ulil]l支に実

地し、鉄筋化によ り廃止の方，，，](こ進める

.市道の拡幅と舗装について

葉遣区H 藤堂泰ii:主外 7名

改良は47年度に実施予定、舗装とカーブ

は48年度に実脳予定。

.市道の新設について

伏イ l 区 l~ !l'f'中治以111引，~i外 5 ?" 

長期.計画で笑泊予定.47年皮にて伏イiノ〈

イパスを~施予定。

・市道の改良、舗装願い。

右jli-次郎l亙iと 4ltj水太郎(iェ門外27名

48年度にて災地予定。

・市道の舗装について

美111田rIII イiUJ{f外34名

48年伎にて尖抱予定。

昭和47年 6月20日

県議会に陳情し採択的み今後努力したい

-給食労務委託について

学校給食労務委託者 米村みかえ外 7名

労務委託を解消し、月定め賃金として桜

用し、 6月補正に組み替え実JiI!io

-ボーイスカウトへの助成について

ボーイスカウト大野地区第 l団

委員長横山議

9月補正にて要求の予定。

・児重量館の建肢について

中荒井地区代表鈴木f.I:U外τ名

計画中である包

・中道(束中ー森山線)の舗装について

束中区長新谷然外 9名

目前日47年、 48年で実地。i5:<着工予定。

-駅東第 2土地区画聾理事業について ・市道の舗装について

i::1W 所総二自1¥外 3~う 堂';，)lまlと制川弘光外 5?" 

助成については、 'J~~'i'k }j色 hiLか よ倣 定 Iti街地、 :iili1lJ.区域以外の区域のため48年

このように

・請願書には紹介議員

要

は

必

介

が

紹

名

の

署

員
の

議

ん

上

は

せ

以

。
書

ま

人

す

情

り

一

で

陳

い

出
ω善団石

九
五議

長

市

議

刑
判大

-要旨と理由は簡潔に書いてください 0

.道路など図面の必要なものは請願書に

添付 して下さい

ー・・・圃~.，←--ー'一司，，/"""'"・・・・・ー

あとカずき

市議会報も本号で 10凶uの発行となり

ました。今回からは、 di1亡のかたがたの

ご要望もあり、質問欄を地貞 Lみなきん

にお届けいたします。 しかし 、これまでも

紙面の都合により掲載できなかった項目

もあリますが、や・むを得ず省略させてい

ただきました。こ了承願いたいと思いま

す。これからも、ご立凡などをどしとし

お奇せください。


